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Ｉ 調査概要 

 

１．調査目的 

本アンケートは、職員のコンプライアンス意識の水準や職員を取り巻く環境の変化を

定期的に把握し、今後のコンプライアンス施策の展開に活かすことを目的として実施し

た（「立川市第２次コンプライアンス実施計画」取組事項）。 

 

２．調査方法 

（１）調査対象者 

正規職員、再任用職員及び会計年度任用職員（月給制）1,527人 

（令和５年８月１日現在） （会計年度任用職員（時給制）、休職者除く） 

 

（２）調査手法 

匿名アンケートとし、回答は、公開羅針盤上のアンケートまたは LoGoフォームに入

力、あるいは紙アンケート用紙に記入とした。 

 

（３）調査基準日 

  令和５年８月１日 

 

（４）調査期間 

  令和５年８月２８日 ～ 令和５年９月２７日 

 

３．調査項目 

 調査項目については、経年の変化を把握するために過去のアンケート結果との比較が

できる項目を活かす形にしている。 

 調査項目は次のとおり。 

 

１.属性 

〇職種 〇役職 〇年齢 〇職場  

２.不正入札事件について 

○不正入札事件の認知度 

３.職員倫理条例について 

○公正な職務の遂行を損なう行為について 
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・該当の有無 ・具体的内容 ・該当の場合の対処 

・所属長への報告 ・倫理審査案件報告書等の認識度 

○頻回な要求・意見への対応 

・対応報告書の認識度 

○ガイドブック・ＦＡＱについて 

・職員倫理条例･倫理規則ガイドブック(接待･贈答ガイドライン)、コンプライア  

ンスＦＡＱの認識度 

○利害関係者との禁止行為について 

・該当の有無 ・具体的内容 ・該当の場合の対処  

・贈与等報告書の認識度 ・飲食許可申請書の認識度 

４.業務手順（広義のコンプライアンス）について 

○コンプライアンス意識について 

・職場でのコンプライアンスに対する意識 ・日ごろ心掛けていること  

○報告・相談体制について 

・危機事案の当日報告 ・コンプライアンス事案に関する相談・報告 

○個人情報の取扱について 

・情報セキュリティポリシーの認識度 ・個人情報の取り扱い 

○公金等の取扱について 

・公金・準公金の取り扱い  

・公金等取扱指針における現金出納簿の認識度  

５.コンプライアンスの取組 

○「危機情報連絡表」周知シートの活用 

○コンプライアンス推進員・補助員の活動  

○朝礼等の効果について 

○内部通報制度について 

６.コンプライアンスの取組みへの提言・意見 

○コンプライアンス・業務点検月間について  

○ヒヤリ・ハット防止のための対策 

○コンプライアンス全般に対する意見  

〇コンプライアンス・業務点検月間での標語募集 

 

４．回収結果 

（１）回答総数 

  1,389人（電子回答 1,367人、紙回答 22人） 

 

（２）回答率 

91.0％（※正規職員のみを対象とした場合 92.3％） 
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Ⅱ 総括 

 

 不正入札事件の発覚後、本市は立川市職員倫理条例や立川市コンプライアンス実施計

画など、さまざまなコンプライアンス施策を策定し進めてきた。その結果、過去の事件

や職員倫理条例にかかる「利害関係者との禁止行為」、「公正な職務の遂行を損なう行為」

などに対する理解はかなり高まってきている。しかしながら、市民に影響を及ぼすよう

な事務ミスが現在も多数発生しており、いわゆる「倫理・法令遵守」という概念に加え、

市民の負託に応えるという意味での事務の適正な執行もコンプライアンスと捉えて取り

組んでいる。 

平成 15年に起きた不正入札事件後に入庁した職員が約半数となり、入庁・昇任といっ

た機会を捉えた研修の実施や、各課に潜むリスクについて話し合う場として、令和２年

度及び令和３年度にはコンプラディスカッションを実施した。さらに、令和４年度には

コンプライアンスを学ぶ自席学習を実施した。また、コンプライアンス推進員・補助員

を通じた情報共有や朝礼の活用など、風通しのよい職場づくりに継続して取り組んでい

る。 

 ここでは、本アンケートの総括として、調査結果から見ることができるいくつかの特

徴点を挙げることとする。 

 

１ 不正入札事件について 

 平成 15年に起きた不正入札事件について「知らない」と回答した職員が、前回の調査

では 11.9%であったが、今回は 11.5％に減少した。「知っている」と回答した職員は前回

と比較して 0.4ポイント増加した。 

不正入札事件が発覚した後に入庁した職員の割合も増えてきており、同様な事件を二

度と起こさないためにも引き続き事件の風化を防ぐための啓発・周知に努める必要があ

る。 

【質問５】 あなたは、平成 15 年に起こった不正入札事件について、その概要を知っていますか。 

 

88.1%

88.5%

11.9%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和３年度

令和５年度

知っている

知らない
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２ 公正な職務の遂行を損なう行為について 

「最近１年間において、公正な職務の遂行を損なう行為を受けたことがある」と回答

した職員の割合が、前回の調査では 1.1％であったが今回は 1.7％に増加した。人数は 17

人から 23人、件数は 23件から 37件にそれぞれ増加した。 

 

【質問６】 最近１年間において、市民や事業者等から公正な職務の遂行を損なう行為を受けたことがあるか。 

 

 

また、「公正な職務の遂行を損なう行為を受けた場合、所属長へ報告しなければならな

い」ことについて「知っている」と回答した職員の割合が、前回の調査では 94.3％であ

ったが今回は 95.8％に増加した。認知度は増加しているが、職員を守るためにも、引き

続き様々な機会を通じて周知・啓発に努めていく。 

 

【質問９】 「『公正な職務の遂行を損なう行為』報告義務の認知度」 

 

 

 

 

1.1%

1.7%

98.9%

98.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和３年度
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94.3%

95.8%

5.7%

4.2%
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  「公正な職務の遂行を損なう行為」を受けた際に所属長へ報告しなかった職員が前回

から１人増加し３人となっている。いまだに実際に報告していない職員が存在するこ

とは、「公正な職務の遂行を損なう行為」に対し組織的な対応を行っていく上では課題

となっている。 

 

 【質問 10】 「『公正な職務の遂行を損なう行為』所属長への報告」 

 
 

３ 利害関係者との禁止行為について 

「利害関係者から禁止行為を受けたこと、あるいは持ちかけられたことがあるか」と

の質問に対し、「ある」と回答した職員の割合は、前回の調査では 0.6％（９人）であっ

たのに対し、今回は 1.2％（16人）に増加した。 

 

【質問 17】「最近 1 年間において利害関係者から禁止行為を受けたこと（持ちかけられたこと）があるか」 
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４ コンプライアンス事案等の報告義務 

事務ミス等を含めたコンプライアンスに係る事案が発生した場合に、原則、当日中に

所属長へ報告しなければならないことについて、94.5％の職員が理解しており、前回と

比較して 1.9ポイント増加している。 

 

【質問 28】「コンプライアンス事案等の報告義務」 

 

 

５ 個人情報の取扱 

個人情報を｢情報セキュリティポリシー｣に従って取り扱うことを知らない職員は

9.7％であり、前回の 10.9％と比較して 1.2ポイント減少した。個人情報を扱う際は、①

重要性やリスクについて強く認識して対応している(99.1％)、②保管場所や廃棄方法に

ついてルールを定めている(96.5％)など高い注意を払っている。 

 

【質問 31】「個人情報など保有する情報については「情報セキュリティポリシー」に従って取り扱うことを知っているか」 

 

92.6%
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0.3%
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コンプライアンスの課題に積極的に取組み自律的な改善を図る組織を目指すため、９

つの施策と 22 の取組事項から成る「コンプライアンス実施計画」を策定し、平成 27 年

度から平成 31年度までの５年間、様々な取組事項を実施してきた。令和２年度には前計

画の基本方針を踏襲し、「第２次コンプライアンス実施計画」を策定した。現在、本計画

に基づき、「職員意識の向上」、「組織風土の醸成」、「しくみの継続・強化」を柱としたコ

ンプライアンスの推進に向けた取組を進めている。 

 

「職員意識の向上」に向けては、一般職員だけでなく会計年度任用職員を含めた全職

員を対象とした、コンプラディスカッションを実施した。コンプライアンスリスクを課

内で洗い出すことで、事務ミス防止に向けた対応策の共有など今後の業務に繋げること

ができた。また、令和４年度にはコンプライアンスの理解を今一度促すために自席学習

を実施し、各職員の意識向上に繋がった。一方で、時間の経過とともに不正入札事件を

知らない世代が増えてきているため、事件を風化させないことが重要となる。令和５年

度は不正入札事件から 20 年の節目となったため、入庁５年目以内の職員を対象とした

「不正入札 20年研修」を実施し、若手職員が事件の概要や背景を理解することで、事件

を自分事化して考える機会を設けた。節目ごとの研修実施や、立川市職員行動規範 15か

条の活用など、今後も引き続きコンプライアンスに対する理解度をより一層高めるため

の取組を進めていく。 

 

「組織風土の醸成」に向けては、報・連・相が徹底された風通しのよい職場づくりを

進めるとともに、危機情報連絡表周知シートの活用による情報共有や職場全体での業務

改善の取組を継続して進めるなど、事務ミス等の未然防止につなげた。コンプライアン

ス・業務点検月間の取組については、事件を風化させないために、また、コンプライア

ンス意識の浸透のために必要という声が 9 割近くを占める一方で、マンネリ化により効

果を危惧する声や見直しが必要といった声もある。繰り返し言い続けることで組織の

隅々まで意識を浸透させることが重要との認識を持ちつつ、少しでも自分事として捉え

行動できるような取組を進めていく。 

 

「しくみの継続・強化」に向けては、個人情報や公金等取扱指針に関し内部監査など

のチェックを引き続き進めるとともに、本市のコンプライアンスへの取組状況を公表す

ることで透明性の高い組織を目指していく。合わせて、業務基準書の積極的な活用を通

じ、業務手順の見える化や経験に基づく知恵の共有を図り、事務ミス等の起こりにくい

体制を築いていく。 
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Ⅲ 調査結果 

 

分析手法 

役職によって業務上の職務権限や職員倫理条例における責務に違いがあることから、

役職の区分（管理職、係長・主査、主任・主事、再任用、会計年度任用職員（月給制））

でクロス集計を行った。 

質問６で「公正な職務の遂行を損なう行為を受けたことがある」と回答した 23人、質

問 17 で「利害関係者との禁止行為がある」と回答した 16 人については、関連する複数

の質問についてクロス集計を行った。 

なお、本報告書の作成にあたり、個別意見については、原則的に記入された内容をそ

のまま掲載している。ただし、内容に個人等が特定でき不利益を生じさせる可能性があ

るもの、事実関係が明らかでないもの、表現が不適切なものなどについては修正及び削

除を行った。 

 

１．回答者の属性 

会計年度任用職員(時給制)と休職者を除く全職員を対象にアンケートを行った。回答

率は、前回から 8.3 ポイント減少し 91.0％となった。また、「管理職」、「係長・主査」、

「主任・主事」に絞った場合の回答率は、前回の調査と比較し 7.3ポイント減少し 92.3％

となった表 1-1。役職別では「再任用」が最も低い回答率となっている。 

 

表 1-1 令和５年度 役職別回答数・回答率【質問２】  

 
表 1-2 令和３年度 役職別回答数・回答率  

 

合計

管理職 係長・主査 主任・主事

83人 215人 665人 963人 42人 506人 1,511人

82人 213人 664人 959人 37人 504人 1,500人

98.8% 99.1% 99.8% 99.6% 88.1% 99.6% 99.3%

会計年度任

用職員（月

給制）

対象数

回答数

回答率

小計 再任用
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（１）職種別【質問１】 

 職種別の回答者数・構成比を見ると、事務職が最も回答者数が多くなっており、

構成比が高くなっている表 2-1。 

 

表 2-1 令和５年度 職種別回答数・構成比【質問１】 

 
 

表 2-2 令和３年度 職種別回答数・回答率  

 
 

 

（２）役職別【質問２】 

正規職員を見た場合、管理職の回答率が最も高くなっている表 1-1。 

 

（３）年代別【質問３】 

年代別構成比をみると、前回に比べて 30歳代、40歳代の構成比が減少し、50歳代

の構成比が最も高くなっている表 3-1。 

再任用と会計年度任用職員（月給制）を除いて集計した場合、50 歳代が最も高い

構成比となり、30歳代、40歳代が続いている結果となった表 3-3。 

 

表 3-1 令和５年度 年代別回答数・回答率（全職種）【質問３】 

 

 

表 3-2 令和３年度 年代別回答数・回答率（全職種） 

 

 

 

 

 

構成比

事務職 技術職 技能労務職
会計年度任用職員

（月給制）
合計

回答数 648人 267人 81人 504人 1,500人

43.2% 17.8% 5.4% 33.6%

１０歳代・２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳以上 合計

回答数 113人 296人 360人 501人 230人 1,500人

構成比 7.5% 19.7% 24.0% 33.4% 15.4%
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表 3-3 令和５年度 年代別回答数・回答率（再任用・会計年度任用職員（月給制）除く） 

 

 

表 3-4 令和３年度 年代別回答数・回答率（再任用・会計年度任用職員（月給制）除く） 

 

 

（４）職場別【質問４】 

職場別で見ると、「本庁舎」と「本庁舎以外」の職員の構成比は、前回同様ほぼ１：１

の構成比となった表 4-1。 

 

表 4-1 令和５年度 職場別回答者数・構成比【質問４】 

 

  

表 4-2 令和３年度 職場別回答者数・構成比 

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 前回に比べ回答率は下がったものの 90%以上の高い回答率が続いており、コンプラ

イアンスに対する職員の意識は高いことが想像できる。回答率が高くなればより実

態に沿ったアンケート結果となるため、今後も回答率向上に向け取り組んでいく。 

****************************************************************************** 

106人 255人 253人 327人 18人 959人

構成比 11.0% 26.6% 26.4% 34.1% 1.9%

回答数

１０歳代・２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳以上 合計

本庁舎 本庁舎以外 合計

回答数 770人 730人 1,500人

構成比 51.3% 48.7%
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２．不正入札事件について 

（１）不正入札事件の認知度【質問５】 

平成 15 年に立川市で起きた不正入札事件の概要を「知らない」と回答した職員は、

160人（11.5％）であり、前回と比べると 0.4ポイント減少した表 5-1。 

なお、「知らない」と回答した主任・主事職を年代別で比較すると 10 歳代・20 歳代

が 50.0％と半数を占めていた表 5-2。 

 

表 5-1 令和５年度 「不正入札事件認知度」【質問５】 

 

 

表 5-2 「『知らない』と回答した主任・主事の年代別内訳」 

 

 

表 5-3 令和３年度 「不正入札事件認知度」 

 

 

計

管理職 82人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 213人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 213人

主任・主事 633人 95.3% 31人 4.7% 0人 0.0% 664人

小計 928人 96.8% 31人 3.2% 0人 0.0% 959人

37人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 37人

356人 70.6% 148人 29.4% 0人 0.0% 504人

合計 1,321人 88.1% 179人 11.9% 0人 0.0% 1,500人

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職 知っている 知らない 未回答
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***【分 析】******************************************************************* 

① 不正入札事件については、入庁・昇任の機会を活用し、事件の概要を説明するなど「事

件の風化」を防ぐための取組を行ってきた。令和２年度及び令和３年度には各課に潜

むリスクについて話し合う場としてコンプラディスカッションを実施した。また、令

和４年度には全職員に対し、法令や倫理を題材とした自席学習を実施した。今回、不

正入札事件を「知らない」と回答した職員の割合は微減したものの、「事件の風化」

を防ぐための取組みを引き続き実施していく必要がある。 

② 事件後に入庁した職員の割合が増えている。また、会計年度任用職員（月給制）は

27.8％が不正入札事件を「知らない」と回答している。同じ失敗を二度と繰り返さな

いためにも、全職員にしっかり周知する場を提供していく必要がある。 

****************************************************************************** 

 

 参考 立川市不正入札事件 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 15 年に、市幹部職員らと業者が水道工事発注を巡り、偽計を用いて公の入札の

公正を害する行為をしたとして逮捕。競売入札妨害罪・あっせん収賄罪・贈収賄罪で

起訴され有罪判決を受けたもの。 

有罪判決を受けた３名は懲戒免職処分となった。 
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３．職員倫理条例について 

（１）公正な職務の遂行を損なう行為【質問６、７、８】 

最近１年間に公正な職務の遂行を損なう行為を受けたことがあると回答した職員は

23人（1.7％）となっており、前回の 17人（1.1％）から増加した表 6-1。 

 

表 6-1 令和５年度 「公正な職務の遂行を損なう行為を受けたことがあるか」【質問６】 

 

 

表 6-2 令和３年度 「公正な職務の遂行を損なう行為を受けたことがあるか」 

 

 

 

 

 

 

 

 

計

管理職 1人 1.2% 81人 98.8% 0人 0.0% 82人

係長・主査 3人 1.4% 210人 98.6% 0人 0.0% 213人

主任・主事 10人 1.5% 654人 98.5% 0人 0.0% 664人

小計 14人 1.5% 945人 98.5% 0人 0.0% 959人

0人 0.0% 37人 100.0% 0人 0.0% 37人

3人 0.6% 501人 99.4% 0人 0.0% 504人

合計 17人 1.1% 1,483人 98.9% 0人 0.0% 1,500人

役職 ある ない 未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）
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「公正な職務の遂行を損なう行為」の具体的内容及びその際の対応を聞いたところ、延

べ 37 件の回答があった。「暴力・脅迫等による業務妨害」により公正な職務を損なう行

為があった、又はそのおそれのある行為が約半数を占めている。表 7-1。 

 

表 7-1 令和５年度「公正な職務の遂行を損なう行為」【質問７】 
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 公正な職務の遂行を損なう行為について、相手の立場と行為の内容を分類すると、市

民からの行為が 21件となっており、半数以上を占めている表 7-2。 

 

表 7-2 令和５年度 「対象者及び行為の内訳」【質問７】 

 

 

表の①～⑥の内容は、14頁の表 7-1 の記載内容を参照 
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表 7-3 令和３年度 「対象者及び行為の内訳」 

 

 

表の①～⑥の内容は、14頁の表 7-1 の記載内容を参照 

 

  「公正な職務の遂行を損なう行為」を受けたと回答した 37件のうち未記入の２件を

除いた 35件について、受けた行為の具体的内容と職員の対応は次のとおりとなってい

る。 

表 8-1 令和５年度「公正な職務の遂行を損なう行為とその対応」【質問８】 

 
 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

管理職 1

係長・主査 1 1 1

主任・主事 2 1 1 5 1 1 1

再任用

会計年度任用職員

（月給制） 1 2

合計 6件 0件 1件 12件

業者及び業界団体 (A) 国会・都議会議員（秘書含む） (B) 市議会議員（元市議会議員含む） （C) 市民　（D)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

管理職 1件

係長・主査 1 4件

主任・主事 1 1 14件

再任用 0件

会計年度任用職員

（月給制） 3件

合計 1件 22件

その他　（F)
未記入 合計

2件 0件

職員及び元職員　（E)
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表中の A～Fは行為の相手方（15頁、表 7-2）、①～⑥は行為の内容（14頁、表 7-1）の記載内容を参照 
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***【分 析】***************************************************************** 

① 公正な職務の遂行を損なう行為を受けたことがある職員 23 人のうち 11 人（37 件中

21 件）が主任・主事であった。管理職や係長・主査だけではなく、現場で職務にあ

たる主任・主事に対しても適切な判断ができるよう、さらなる啓発が必要となってい

る。 

② 公正な職務の遂行を損なう行為に対して上司等への報告の有無が不明なケースや具

体的な記載がないケースが複数見受けられたが、些細なことであっても「報・連・相」

ができる風通しの良い職場づくりを進めていくことが必要である。 

③ 公正な職務の遂行を損なう行為については、市民や事業者等の理解を深めるために

引き続き市ホームページなどを通じて啓発に努める。 

****************************************************************************** 
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（２）公正な職務の遂行を損なう行為の報告【質問９、10、11、12、13、14】 

① 所属長への報告【質問９、10、11】 

 公正な職務の遂行を損なう行為を受けた場合に管理職員等へ報告すべきことを知っ

ていると回答した職員は、前回と比較して 1.5 ポイント増加しているが、引き続き啓

発に努めていく必要がある表 9-1。 

 

表 9-1 令和５年度 「『公正な職務の遂行を損なう行為』報告義務の認知度」【質問９】 

 

 

表 9-2 令和３年度 「『公正な職務の遂行を損なう行為』報告義務の認知度」 

 

 

 

計

管理職 82人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 208人 97.7% 5人 2.3% 0人 0.0% 213人

主任・主事 624人 94.0% 40人 6.0% 0人 0.0% 664人

小計 914人 95.3% 45人 4.7% 0人 0.0% 959人

36人 97.3% 1人 2.7% 0人 0.0% 37人

465人 92.3% 39人 7.7% 0人 0.0% 504人

合計 1,415人 94.3% 85人 5.7% 0人 0.0% 1,500人

役職 知っている 知らない 未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）
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また、管理職員等への報告義務を知っているにもかかわらず、実際に自分が公正な職

務の遂行を損なう行為を受けた際に、報告しなかったと回答した職員が前回から１人増

加して３人となった表 10。報告しなかった理由は、「報告するほどではないと考えたか

ら」（主任・主事）、「その場に同席していたから」（主任・主事）、「係長と対応し、係長か

ら管理職へ報告する話が出なかった」（主任・主事）となっている表 11。 

 

表 10 「『公正な職務の遂行を損なう行為』 所属長への報告」【質問 10】 

 

 

表 11 「『公正な職務の遂行を損なう行為』所属長へ報告しなかった理由」【質問 11】 
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③ 「倫理審査案件報告書」の提出【質問 12、13、14】 

 公正な職務の遂行を損なう行為の報告を受けた場合に、「倫理審査案件報告書」（以

下「報告書」という。）を作成して「立川市職員倫理審査会」に提出しなければならな

いことを知らない管理職は、前回（８人）から減少し６人となった表 12。   

また、管理職自ら「公正な職務の遂行を損なう行為」を受けたにもかかわらず、報告

しなかった件数が４件あり表 13、その理由は「頻回な要求・意見に対する対応と考えた

から」が２件、「他の方策も考えられる」「報告には至らない状況と判断したとなってい

る表 13 表 14。 

 

表 12 「『倫理審査案件報告書』の提出義務認知度」【質問 12】 

 

 

表 13 「『倫理審査案件報告書』提出状況」【質問 13】 

 

 

表 14 「『倫理審査案件報告書』未提出の理由」【質問 14】 

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 「公正な職務の遂行を損なう行為」に対しては組織として毅然とした対応を行うと

ともに、管理職員等への報告を徹底していく。対応方法については、引き続き職員へ

啓発していく。 

② 「公正な職務の遂行を損なう行為」に対して組織的な対応を行っていることについ

て、市民や事業者等へ市ホームページなどを通じて引き続き啓発に努める。 

****************************************************************************** 

 

参考 倫理審査案件報告書 資料編 25頁参照 
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（３）対応報告書の提出義務【質問 15】 

市民等から頻回な要求・意見を受けた場合の対応報告書の提出義務について「知ら

ない」と回答した職員は 537人（38.7％）となっていて、前回の 588人（39.2％）より

減少している。表 15-1。 

  

表 15-1 令和５年度 「『対応報告書』提出義務の認知度」【質問 15】 

 

表 15-2 令和３年度 「『対応報告書』提出義務の認知度」 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 対応報告書の提出義務の認知度は特に主任・主事、会計年度任用職員（月給制）にお

いて低く、頻回な要求・意見を受けたにも関わらず報告されていない可能性がある。 

② 職員の正しい理解と適切なタイミングでの報告を徹底させるよう、公開羅針盤（掲示

板）や研修などを通じて全職員に対し周知していくことが必要である。 

****************************************************************************** 

参考 対応報告書 資料編 26頁参照 

計

管理職 81人 98.8% 1人 1.2% 0人 0.0% 82人

係長・主査 168人 78.9% 45人 21.1% 0人 0.0% 213人

主任・主事 379人 57.0% 284人 42.8% 1人 0.2% 664人

小計 628人 65.5% 330人 34.4% 1人 0.1% 959人

20人 54.1% 17人 45.9% 0人 0.0% 37人

259人 51.4% 241人 47.8% 4人 0.8% 504人

合計 907人 60.5% 588人 39.2% 5人 0.3% 1,500人

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職 知っている 知らない 未回答
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（４）職員倫理条例・規則ガイドブック（接待・贈答ガイドライン）等【質問 16】 

「必要に応じて読み返している」、「１度は読んだことがある」を合わせて 78.3％で、

前回の 77.6％から 0.7ポイント増加している表 16-1。 

 

表 16-1 令和５年度 「『職員倫理条例ガイドブック』等読込度」【質問 16】 
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表 16-2 令和３年度 「『職員倫理条例ガイドブック』等読込度」 

 

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 「知らない」と回答している職員の割合が減少している。新任職員研修で内容を説明

するなどの取組が一定の効果をあげているものと考えられる。 

② ガイドブックを読んだことがないのは主任・主事、再任用、会計年度任用職員（月給

制）の割合が高い。新規採用時のガイドブックの存在の周知と一読する時間を設ける

等、ガイドブックに触れる機会をつくることが必要と考えられる。 

③ 判断に迷うなど困ったことがあった際に読み返すよう、今後も様々な機会を通じて

周知を行い、ガイドブックの認識度をさらに上げるよう取組を継続していく。 

****************************************************************************** 

 

管理職 44人 53.7% 38人 46.3% 0人 0.0% 0人 0.0%

係長・主査 47人 22.0% 151人 70.9% 14人 6.6% 1人 0.5%

主任・主事 57人 8.6% 499人 75.1% 89人 13.4% 19人 2.9%

小計 148人 15.4% 688人 71.8% 103人 10.7% 20人 2.1%

3人 8.1% 27人 73.0% 5人 13.5% 2人 5.4%

58人 11.5% 239人 47.4% 80人 15.9% 124人 24.6%

合計 209人 13.9% 954人 63.7% 188人 12.5% 146人 9.7%

役職
必要に応じて

読み返している
１度は読んだことがある

存在は知っているが、

読んだことはない
知らない

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

計

管理職 0人 0.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 0人 0.0% 0人 0.0% 213人

主任・主事 0人 0.0% 0人 0.0% 664人

小計 0人 0.0% 0人 0.0% 959人

0人 0.0% 0人 0.0% 37人

0人 0.0% 3人 0.6% 504人

合計 0人 0.0% 3人 0.2% 1,500人

役職 その他の意見 未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）
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（５）利害関係者との禁止行為【質問 17、18、19】 

最近１年間で、「利害関係者との間における禁止行為に該当する関係、あるいはその

ような関係を持ちかけられた」と回答した職員は 16人（1.2％）いた。前回（令和３年

度）の９人（0.6％）と比較して増加した表 17-1。 

  「利害関係者と一緒に飲食すること」の件数が前回１件から今回は 12件と大幅な増

加となった表 18-2。 

 

表 17-1 令和５年度 「『利害関係者との間における禁止行為』を受けたこと（持ちかけられたこ

と）があるか」【質問 17】 

 

 

表 17-2 令和３年度 「『利害関係者との間における禁止行為』を受けたこと（持ちかけられたこ

と）があるか」 

 

 

 

 

 

計

管理職 2人 2.4% 80人 97.6% 0人 0.0% 82人

係長・主査 1人 0.5% 212人 99.5% 0人 0.0% 213人

主任・主事 6人 0.9% 658人 99.1% 0人 0.0% 664人

小計 9人 0.9% 950人 99.1% 0人 0.0% 959人

0人 0.0% 37人 100.0% 0人 0.0% 37人

0人 0.0% 502人 99.6% 2人 0.4% 504人

合計 9人 0.6% 1,489人 99.3% 2人 0.1% 1,500人

役職 ある ない 未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）
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表 18-1 令和５年度 「利害関係者との禁止行為」【質問 18】 

 

 

 

表 18-2 「利害関係者との禁止行為の内容」【質問 18】 
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 質問 18で「利害関係者との間における禁止行為があった」と回答した 17件について、 

未回答 2件を除く 15件について分析を行った。結果、すべての件について適切な対応を

とったことにより「利害関係者との禁止行為にあたらない」ものであった。表 19-1～表

19-3。 

 

表 19-1 「第１号：金銭、物品または不動産の贈与を受けてはならない」【質問 19】 

 

 

表 19-2 「第４号：無償で物品または不動産の貸付を受けてはならない」【質問 19】 
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表 19-3 「第８号：一緒に飲食してはならない」【質問 19】 
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***【分 析】***************************************************************** 

① 職員、利害関係者ともに飲食が禁止行為であることは浸透しているが、コロナ禍が終

了したことで利害関係者と飲食をともにする機会が復活してきたと考えられる。 

② 今回のアンケートでは利害関係者との禁止行為の内容は「金銭、物品の贈与」「無償

で物品または不動産の貸付」「飲食」の３種類の報告があった。すべての件について

禁止行為には当たらなかった。 

③ 利害関係者との禁止行為については、「相手が利害関係者にあたるか」、「どのような

行為が禁止行為にあたるか」について正しい理解が必要である。コンプライアンス・

業務点検月間などの機会を通じて引き続き周知する。 

④ 利害関係者との禁止行為については、広報等を通じて引き続き市民等への周知・啓発

を行っていく。 

****************************************************************************** 



32 

 

 

（６）贈与等報告書【質問 20、21、22】 

  提出要件を「知っている」と回答した職員は 92.2％で、前回の 91.0％から 1.2ポ

イント増加した表 20-1。「知らない」と回答した職員を役職別で見ると、特に会計年

度任用職員（月給制）が 17.4％でその割合が高くなっている。職場で比較してみる

と、知らないと答えた職員が本庁舎職場で 7.4％であったのに対し、本庁舎以外の職

場では 8.2％であった表 20-2。 

 

表 20-1 令和５年度 「贈与等報告書提出要件の認知度」【質問 20】 

 

 

表 20-2 令和５年度 「贈与等報告書提出要件の認知度(職場別)」【質問 20】 

 

 

表 20-3 令和３年度 「贈与等報告書提出要件の認知度」 

 

参考 贈与等報告書 資料編 27頁参照

計

管理職 82人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 210人 98.6% 3人 1.4% 0人 0.0% 213人

主任・主事 638人 96.1% 26人 3.9% 0人 0.0% 664人

小計 930人 97.0% 29人 3.0% 0人 0.0% 959人

36人 97.3% 1人 2.7% 0人 0.0% 37人

400人 79.4% 103人 20.4% 1人 0.2% 504人

合計 1,366人 91.0% 133人 8.9% 1人 0.1% 1,500人

知っている 知らない 未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職
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贈与等報告書の提出要件を知っているにもかかわらず、贈与等報告書を提出しなかっ

たと回答した職員が１人いた表 21-1。提出しなかった理由については、「記載なし」（係

長・主査）となっている表 22。 

 

表 21-1 令和５年度 「贈与等の状況」【質問 21】 

 

 

表 21-2 令和３年度 「贈与等の状況」 

 

 

  参考 贈与等報告書 提出件数 

  
 

計

管理職 80人 97.6% 2人 2.4% 0人 0.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 213人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 213人

主任・主事 660人 99.4% 3人 0.5% 1人 0.1% 0人 0.0% 664人

小計 953人 99.4% 5人 0.5% 1人 0.1% 0人 0.0% 959人

37人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 37人

500人 99.2% 1人 0.2% 1人 0.2% 2人 0.4% 504人

合計 1,490人 99.4% 6人 0.4% 2人 0.1% 2人 0.1% 1,500人

未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職 ない あり（報告書提出） あり(報告書未提出）
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表 22 令和５年度 「贈与等報告書を提出しなかった理由」【質問 22】 

 

  

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 贈与等報告書を提出しなかった職員がいたことは問題である。また、贈与等報告書の

認知度はやや高まっているものの、改めて制度と提出の必要性を周知していく。 

② 職場別で見ると、本庁以外に勤務する職員の贈与等報告書の認知度がやや低い。本庁

以外の職場では、市民等と接触する機会も多いことが考えられるため、認知度を上げ

る必要がある。 

③ 提出しなかった理由について、結果記載がなく分析をすることが難しい。今後は回答

方法等の工夫も必要である。 

****************************************************************************** 
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（７）飲食許可申請書【質問 23、24、25】 

  飲食許可申請書の提出要件について「知っている」と回答した職員は 84.0％で、前

回の 87.4％から 3.4 ポイント減少した表 23-1。職場別に見ると、「知らない」と回答

した職員は本庁舎では 14.5％であったのに対し、本庁舎以外の職員は 16.6％となって

いる表 23-2。 

 

表 23-1 令和５年度 「飲食許可申請書の認知度」【質問 23】 

 

 

表 23-2 令和５年度 「飲食許可申請書の認知度（職場別）」【質問 23】 

 

 

 表 23-3 令和３年度 「飲食許可申請書の認知度」 

 

  

参考 飲食許可申請書 資料編 28頁参照 

 

 

計

管理職 82人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 210人 98.6% 3人 1.4% 0人 0.0% 0人 0.0% 213人

主任・主事 615人 92.6% 49人 7.4% 0人 0.0% 0人 0.0% 664人

小計 907人 94.6% 52人 5.4% 0人 0.0% 0人 0.0% 959人

36人 97.3% 1人 2.7% 0人 0.0% 0人 0.0% 37人

367人 72.8% 130人 25.8% 5人 1.0% 2人 0.4% 504人

合計 1,310人 87.4% 183人 12.2% 5人 0.3% 2人 0.1% 1,500人

その他の意見 未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職 知っている 知らない
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表 23-4 その他の意見 

 

 

飲食許可申請書を提出せずに事業者と飲食を共にしたと回答した職員が５名おり、前

回(４人)より増加している表 24-1。 

 

表 24-1 令和５年度 「飲食許可申請書を提出せずに事業者と飲食を共にした」【質問 24】 
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表 24-2 令和３年度 「飲食許可申請書を提出せずに事業者と飲食を共にした」 

 

 

職員倫理条例では、利害関係者と飲食を共にすることは禁止されているが、 

① 自己の費用を負担して利害関係者と酒食以外の簡素な飲食（1,000円以内）を共に

すること 

② 職務として出席した多数の者（20 人程度以上）による会合等において、自己の費

用を負担し利害関係者と共に簡素な飲食以外の飲食又は酒食をすること 

③ 出席人数が 20人程度に満たない②と同様な場合で、所属長が公正な職務の執行に

対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したもの 

については例外とされている。 

 

飲食許可申請書を提出しなかった理由は、「職員倫理規則の例外規定に該当」が２人、

未回答が３人だった表 25-1。 

 

表 25-1 令和５年度 「『飲食許可申請書』による上司の許可を得なかった理由」【質問 25】  

 

  

 

 

 

 

計

管理職 0人 0.0% 82人 100.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 0人 0.0% 213人 100.0% 0人 0.0% 213人

主任・主事 2人 0.3% 662人 99.7% 0人 0.0% 664人

小計 2人 0.2% 957人 99.8% 0人 0.0% 959人

0人 0.0% 37人 100.0% 0人 0.0% 37人

1人 0.2% 502人 99.6% 1人 0.2% 504人

合計 3人 0.2% 1,496人 99.7% 1人 0.1% 1,500人

役職 ある ない 未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）
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参考 飲食許可申請書 提出件数 

 

  

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 飲食許可申請書の提出要件について「知っている」と回答した職員の割合が 3.4ポイ

ント減少した。また、会計年度任用職員（月給制）の 27.8％が「知らない」と回答し

ており、認知度が低いことは課題である。 

② 職場別で見ると、本庁舎以外に勤務する職員の認知度が低い。本庁舎以外の職場では、

市民等と接触する機会も多いことが考えられるため、認知度を上げる取組が必要で

ある。 

③ 飲食許可申請書による上司の許可を得なかった２人の理由が未記載で不明のため、

禁止行為に該当しているかの分析ができなかった。管理職のみならず全ての職員に

理解させるため、自席学習や職場研修等を通じて周知を継続するとともに、アンケー

トの回答方法の工夫も必要である。 

④ コロナ禍により飲食許可申請書の提出件数が大幅に減少していたが、復活の兆しが

見られる。利害関係者との禁止行為について、引き続き周知を行う。 

****************************************************************************** 

 



39 

 

 

４．業務手順（広義のコンプライアンス）について 

 

（１）職場での「コンプライアンスへの意識」【質問 26、27】 

現在の職場で「コンプライアンス」は重要だという意識が浸透しているかとの問い

に対し、93.2％の職員が「浸透している」と回答しており、前回と比べて 0.2ポイント

増加している表 26-1。「その他」の意見として、「形骸化している」「意識に差がある」

などの意見がある表 26-2。 

 

表 26-1 令和５年度 「職場のコンプライアンスに対する意識」【質問 26】 

 

 

表 26-2 「その他」の意見【質問 26】 
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表 26-3 令和３年度 「職場のコンプライアンスに対する意識」 

 

計

管理職 77人 93.9% 2人 2.4% 3人 3.7% 0人 0.0% 82人

係長・主査 203人 95.3% 7人 3.3% 3人 1.4% 0人 0.0% 213人

主任・主事 614人 92.5% 37人 5.6% 13人 1.9% 0人 0.0% 664人

小計 894人 93.2% 46人 4.8% 19人 2.0% 0人 0.0% 959人

34人 91.9% 2人 5.4% 1人 2.7% 0人 0.0% 37人

467人 92.6% 28人 5.6% 7人 1.4% 2人 0.4% 504人

合計 1,395人 93.0% 76人 5.1% 27人 1.8% 2人 0.1% 1,500人

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職 はい いいえ その他の意見 未回答
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コンプライアンスに関して日頃から心がけていることを回答割合の高い順にあげる

と、①個人情報の取扱(99.9％)、②ＳＮＳ等の情報発信(99.5％)、 ③公共の場での情

報漏えい注意(99.0％)であった表 27-1～表 27-8。 

 

 

表 27-1 令和５年度 「日頃心掛けていること（法令・ルール確認）」【質問 27】 

 
 

表 27-2 令和５年度「日頃心掛けていること（個人情報の取扱）」【質問 27】 
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表 27-3 令和５年度 「日頃心掛けていること（プライバシー配慮）」【質問 27】 

 
 

表 27-4 令和５年度「日頃心掛けていること（書類・資料整理）」【質問 27】 

  

 

表 27-5 令和５年度「日頃心掛けていること（離席時のパソコン）」【質問 27】 
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表 27-6 令和５年度「日頃心掛けていること（職場の情報共有）」【質問 27】 

 
 

表 27-7 令和５年度「日頃心掛けていること（公共の場での情報漏えい）」【質問 27】 

 
 

表 27-8 令和５年度「日頃心掛けていること（SNS等の情報発信）」【質問 27】 
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***【分 析】***************************************************************** 

① 「職場でコンプライアンスは重要」という意識は役職による差はあまりなく、全体に

浸透しつつあるといえる。 

② 具体的な心掛けとして、「個人情報の取扱」や「SNS等の情報発信」などが特に高く、

情報の漏えいに関しては全体的に意識が高いといえる。 

③ 「書類・資料整理」や「離席時のパソコン」を日頃から心掛けている職員の割合は８

割程度となっており、他の項目と比較すると低い。自席学習や職場研修等を継続する

とともに、周知方法等の検討も必要である。 

****************************************************************************** 
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（２）コンプライアンス事案の所属長報告【質問 28】 

事務ミス等を含めて、コンプライアンスに係る事案が発生した場合、原則、当日中に

所属長へ報告しなければならないとなっていることについて、94.5％の職員が理解し

ている表 28。 

  当日中の報告を「知らない」と回答した主任・主事が 5.7％、再任用が 8.9%、会計

年度任用職員（月給制）が 7.3％となっており、危機管理の点からはリスクとなってい

る。また、危機対策責任者である管理職の中で「知らない」と回答した職員が１人い

たことは問題である。 

 

表 28 令和５年度 「役職別コンプライアンス事案等の報告義務認知度」【質問 28】 

 

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 危機案件等が発生した場合、当日中に所属長に報告しなければならないことについ

ては、昇任時の研修で周知啓発を実施していたことにより、管理職、係長はおおむね

理解している。全体でも 94.5％の職員が理解していることから、「報・連・相」の体

制が一定程度整っているといえる。 

② 5.5％の職員が知らないと回答しているのは課題である。リスク管理体制をさらに強

固なものにするために、引き続き自席学習の実施、コンプライアンス推進員・補助員

を通じた周知など行っていく。 

****************************************************************************** 
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（３）コンプライアンスや不正・不祥事に関する相談・報告【質問 29、30】 

  全体で 98.1％の職員が同僚や上司に「相談・報告をする」と回答しており、前回と

同じ割合だった。また、「いいえ」と回答した職員は 1.3％で前回と同じ割合だった表

29-1。 

相談・報告をしない理由は、「相談・報告しても解決しない」が 11 人、「身近に相談・

報告できる上司や同僚がいない」が 10 人となった表 30-1。その他の意見としては、

「その時の職場による」などがあった表 30-2。 

 

表 29-1 令和５年度 「コンプライアンスや不正・不祥事の相談・報告状況」【質問 29】 

 

 

表 29-2 その他意見【質問 29】 
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表 29-3 令和３年度 「コンプライアンスや不正・不祥事の相談・報告状況」 

 

 

表 30-1  令和５年度 「コンプライアンス等について相談しない理由」【質問 30】 

 

 

表 30-2 その他の理由【質問 30】 

 

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① コンプライアンス上の問題に直面した場合や不正・不祥事を発見した場合、大多数の

職員が上司や同僚に相談・報告するとしており、一定程度風通しの良い職場になって

いると考えられる。一方で、依然として上司や同僚に相談・報告しない、上司や同僚

を信頼していない職員がいることは、組織にとって大きなリスクである。 

② 相談・報告しても解決しない、相談できる相手がいないと考える職員の状況について、

確認し分析することも必要である。 

③ 日常的にコミュニケーションを取れるよう、朝礼等を通じた「風通しの良い職場づく

り」を推進し、職場のマネジメント力を高めるほか、職員の意識啓発に取り組む。 

****************************************************************************** 

計

管理職 82人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 208人 97.7% 5人 2.3% 0人 0.0% 0人 0.0% 213人

主任・主事 648人 97.6% 12人 1.8% 4人 0.6% 0人 0.0% 664人

小計 938人 97.8% 17人 1.8% 4人 0.4% 0人 0.0% 959人

36人 97.3% 1人 2.7% 0人 0.0% 0人 0.0% 37人

497人 98.6% 2人 0.4% 1人 0.2% 4人 0.8% 504人

合計 1,471人 98.1% 20人 1.3% 5人 0.3% 4人 0.3% 1,500人

未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職 はい いいえ その他意見
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（４）個人情報の取扱【質問 31，32】 

個人情報などの重要情報については、「情報セキュリティポリシー」に従って取り扱

うことを「知らない」職員が 9.7％いた。特に、会計年度任用職員（月給制）が 16.5％、

主任・主事が 8.7％と高い数値となっている表 31-1。また、職場別に見ると、「知らな

い」と回答した職員は、本庁舎では 9.5％であったのに対し、本庁舎以外の職員は 9.9％

となっている表 31-2。 

一方、個人情報を取り扱う際に注意していることを回答割合の高い順にあげると、

①重要性やリスクについて強く認識して対応している(99.1％)、②保管場所や廃棄方

法についてルールを定めている(96.5％)、③課や係で個別に定めている作業手順やル

ールに基づいて対応している(96.0％)であった表 32-1～表 32-5。 

 

表 31-1 令和５年度 「個人情報の取扱に関する認知度」【質問 31】 

 

 

表 31-2 令和５年度 「個人情報の取扱に関する認知度（職場別）」【質問 31】 
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表 31-3 令和３年度 「個人情報の取扱に関する認知度」 

 

 

表 32-1 令和５年度 「個人情報の取扱で注意していること（重要性やリスクに対する認識）」【質問 32】 

 

 

表 32-2 令和５年度 「個人情報の取扱で注意していること（注意点・確認点のリストアップ）」【質問 32】 

 

計

管理職 82人 100.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 206人 96.7% 7人 3.3% 0人 0.0% 213人

主任・主事 598人 90.1% 65人 9.8% 1人 0.1% 664人

小計 886人 92.4% 72人 7.5% 1人 0.1% 959人

33人 89.2% 4人 10.8% 0人 0.0% 37人

415人 82.3% 88人 17.5% 1人 0.2% 504人

合計 1,334人 89.0% 164人 10.9% 2人 0.1% 1,500人

未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職 知っている 知らない
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表 32-3 令和５年度 「個人情報の取扱で注意していること（ダブルチェックの実施）」【質問 32】 

 

 

表 32-4 令和５年度 「個人情報の取扱で注意していること（作業手順・ルールに基づいた対応）」【質問 32】 

 

 

表 32-5 令和５年度 「個人情報の取扱で注意していること（保管場所・廃棄方法のルール化）」【質問 32】 
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***【分 析】***************************************************************** 

① 個人情報を取り扱う際に注意していることについて、全ての項目において前回より

数値が上昇しており、職員の意識が向上していることが伺える。 

② 「情報セキュリティポリシー」の存在を知らない会計年度任用職員（月給制）が

16.5％となっており、他の役職と比べて高い割合になっている。個人情報の取扱に際

しては、一定の注意を払っていると見られるが、情報セキュリティポリシーに基づか

ない取扱により個人情報の漏えい等のリスクは高まるため、自席学習や研修等の機

会を通じ、改めて徹底するよう周知・啓発が必要である。 

③ 職場別で見ると、本庁舎以外に勤務する職員の「情報セキュリティポリシー」の認知

度が若干低い。個人情報の管理に関する取扱について、本庁舎以外の職場でも認知度

を上げるための取組が必要である。 

④ 個人情報を取り扱う際、「注意点や確認点のリストアップを注意している」職員の割

合は 60.8％となっており、前回の 58.0％からやや改善したものの、他の項目と比較

すると依然として低い水準となっている。単純な事務ミスが市民の生活等に重大な

影響を及ぼす可能性があることを意識し、リスク防止のため業務基準書の積極的な

活用等により、適正な事務の執行を徹底していく。 

****************************************************************************** 
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（５）公金等の取扱【質問 33、34、35】 

 「公金等取扱指針」に基づき、公金のほか、いわゆる準公金についても全庁的に統一

的な取扱いが求められているが、現金等の入出金を現金出納簿に記録することについて

「知っている」と回答した職員は 83.8％となった。公金等取扱指針の理解度については、

主任・主事、再任用、会計年度任用職員（月給制）の理解度が低い結果となっている。表

34-1。 

公金等を取り扱っている職員に限定した場合、「知っている」と回答した職員は 95.1％、

「知らない」と回答した職員は 4.9％となった。管理職、再任用は 100％の職員が「知っ

ている」と回答している表 34-2。 

 

表 33-1 令和５年度 「公金等取扱状況」【質問 33】 

 

 

表 34-1 令和５年度 「公金等取扱指針の理解度」【質問 34】 
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表 34-2 令和５年度 「公金等取扱指針の理解度(公金等の取扱いのある職員のみ)」【質問 34】 

 

 

表 34-3 令和５年度 「公金等取扱指針の理解度(職場別)」【質問 34】 

 

 

表 35-1 令和５年度「現金の取り扱い」【質問 35】 
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公金や準公金を取り扱う際に注意していることを回答割合の高い順にあげると、①現

金をなるべく手元に保管しない(97.5％)、②入出金を記録する(97.2％)、③ダブルチェ

ックを行う(96.6％)であった表 35-2～表 35-4。 

 

表 35-2 令和５年度「公金等の取扱で注意している事（現金を手元に保管しない）」【質問 35】 

 

 

表 35-3 令和５年度「公金等の取扱で注意している事（入出金を記録）」【質問 35】 
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表 35-4 令和５年度「公金等の取扱で注意している事（ダブルチェックの実施）」【質問 35】 

 

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 実際に業務などで公金等を取り扱っている部署の職員のうち、4.9％の職員が公金等

取扱指針の内容について「知らない」と回答している。自席学習や研修等を通じてさ

らに周知を図っていく必要がある。 

② 公金等取扱指針に基づき公金等について適正な取扱を行っているか、「コンプライア

ンス・業務点検月間」などの機会を通じて引き続き確認することとする。 

****************************************************************************** 
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５．コンプライアンスの取組 

（１）「危機情報連絡表」周知シートの活用【質問 36】 

 「危機情報連絡表」周知シートの活用方法について、「朝礼で情報共有している」が 534

人で最も多く、「掲示板で見るのみで、職場内では情報共有していない」が 396人となっ

ている。また、「周知シートを知らない」が 309人となっている表 36-1。 

その他の活用方法としては、「課内会議等で情報共有している」などがあった表 36-3。 

 

表 36-1 令和５年度「『危機情報連絡表』周知シートの活用方法」【質問 36】 

 

 

表 36-2 令和５年度「『危機情報連絡表』周知シートの活用方法（職場別）」【質問 36】 

 
 

表 36-3 その他の活用方法【質問 36】 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 「危機情報連絡表」周知シートは、朝礼などを通じて所属長等から口頭で注意喚起を

促しているほか、庁内グループウェアを通じて全職員に周知を図っている。しかし、

「掲示板で見るのみで、職場内では情報共有していない」が 396人いるなど、職場で

の情報共有や話し合いなどが行われていないことは課題であり、自分事として捉え

られるよう周知シートの内容に工夫等が必要である。 

② 「周知シートを知らない」と回答した主任・主事が 130人、会計年度任用職員（月給

制）が 170人と多かった。管理職がいない出先職場などもあるため、「危機情報連絡

表」周知シートの内容や発行回数等を検討するとともに、コンプライアンス推進員・

補助員を通じた周知を徹底していく。 

****************************************************************************** 
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（２）コンプライアンス推進員等の役割【質問 37】 

各職場にコンプライアンス推進員・補助員を配置し、各職場で日頃からコンプライア

ンスに関する疑問等に対応できるような体制を整えている。職場のコンプライアンス推

進員・補助員の活動を聞いたところ、①「コンプライアンス推進員連絡会で得た情報等

を職場で共有している」が 565 人で最も多かった。また、「コンプライアンス推進員・

補助員を知らない」が 449人となった。表 37-1。その他の意見として、「目立った活動

はしていない」等の回答があった表 37-2。 

 

表 37-1 令和５年度「コンプライアンス推進員の活動」【質問 37】 

 

 

表 37-2 その他の活動(具体的な記載のみ掲載)【質問 37】 
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***【分 析】***************************************************************** 

① コンプライアンス推進員連絡会の情報を共有する、事務ミスを防ぐ取組を進めるな

ど、コンプライアンス推進員・補助員が各職場で一定の役割を果たしている。 

② 「コンプライアンス推進員・補助員を知らない」との回答が 449人となった。各職場

のコンプライアンス体制を充実させるために推進員の存在は重要であり、推進員制

度自体について職員にしっかり周知する必要がある。併せて、コンプライアンス推進

員・補助員の役割をより明確にし、各職場で職員から見えるような活動をしてもらう

ことが必要となる。 

****************************************************************************** 
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（３）朝礼等の活用・効果【質問 38、39、40】 

朝礼等を活用することによる効果について、①「他の職員や課全体の仕事を意識す

るようになった」（91.9％）、②「自分の業務の進捗や課題を意識するようなった」

（85.6％）、③「個人情報の取り扱いについて、これまで以上に注意を払うようになっ

た」（82.0％）など、職員個人の行動に良い影響を与えていることがわかった表 39-1～

表 39-8。 

 

表 38 令和５年度「朝礼等の情報共有のための取組」【質問 38】 

 

 

表 39-1 令和５年度「朝礼の効果（業務の進捗・課題を意識）」【質問 39】 
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表 39-2 令和５年度「朝礼の効果（職場全体の仕事を意識）」【質問 39】 

 

 

表 39-3 令和５年度「朝礼の効果（仕事のやり方の見直し）」【質問 39】 

 

 

表 39-4 令和５年度「朝礼の効果（個人情報の取扱を注意）」【質問 39】 
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表 39-5 令和５年度 「朝礼の効果（風通しがよくなった）」【質問 39】 

 

 

表 39-6 令和５年度「朝礼の効果（他の職員へアドバイス）」【質問 39】 

 

 

表 39-7 令和５年度「朝礼の効果（課の方針を意識）」【質問 39】 
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表 39-8 令和５年度「朝礼の効果（危機事案を通じた業務点検）」【質問 39】 

 

 

表 40 （令和５年度 朝礼等が出来ていない理由(具体的な記載のみ掲載)）【質問 40】 
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***【分 析】***************************************************************** 

① 朝礼等を実施することで、職場全体の仕事や自らの業務の進捗等を意識するように

なるなどよい効果が出ている。 

② 朝礼等は全職場で義務づけているが、時差勤務等出勤時間の関係で朝礼へ参加でき

ない職員や、窓口職場や出先職場等で職場環境上実施が難しい職場もあると考えら

れる。朝礼等に参加できない職員との情報共有の方法や、朝礼等での伝達内容・活用

方法については、各職場の実態に合った方法を採用することが必要である。 

****************************************************************************** 
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（４）内部通報制度（ヘルプライン）【質問 41、42、43、44】 

「通報先や通報方法を知っている」が 507人（36.5％）、「聞いたことぐらいはある」

779 人（56.1％）で合わせて 1,286 人（92.6％）となっている表 41-1。また、職場別

に見ると、内部通報制度を「知っている」と回答した職員は、本庁舎では 303人（41.3％）

であったのに対し、本庁舎以外の職員は 204人（31.1％）となっている表 41-2。 

内部通報制度の利用については、271人（19.5％）の職員が「利用しない」と回答し

ている表 42-1。利用しない理由として割合の高い順にあげると、①納得のいく対応を

してくれるか疑問(130件)、②通報者の不利益になる可能性がありそう(119件)、③通

報窓口が信頼できるか不安(96 件)となっている表 43-1。その他の理由としては、「手

間がかかりそう」、「信用できない」などがあった表 43-2。 

利用しようと思える制度にするための改善点としては、①制度の周知(858件)、②匿

名による通報(836件)、③通報先の見直し(276件)であった表 44-1。その他の改善方法

としては、「通報者が特定されないこと」「結果の周知」などがあった表 44-2。 

 

表 41-1 令和５年度「内部通報制度の認知度」【質問 41】 

 
 

表 41-2 令和５年度「内部通報制度の認知度(職場別)」【質問 41】 
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表 41-3 令和３年度「内部通報制度の認知度」 

 

 

表 42-1 令和５年度「必要な際、内部通報制度を利用するか」【質問 42】 

 

 

表 42-2 その他の意見（具体的な記載のみ掲載）【質問 42】 

 

計

管理職 72人 87.8% 10人 12.2% 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 82人

係長・主査 128人 60.1% 84人 39.4% 1人 0.5% 0人 0.0% 0人 0.0% 213人

主任・主事 215人 32.4% 420人 63.2% 28人 4.2% 1人 0.2% 0人 0.0% 664人

小計 415人 43.3% 514人 53.6% 29人 3.0% 1人 0.1% 0人 0.0% 959人

14人 37.8% 23人 62.2% 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0% 37人

143人 28.3% 282人 56.0% 74人 14.7% 1人 0.2% 4人 0.8% 504人

合計 572人 38.1% 819人 54.6% 103人 6.9% 2人 0.1% 4人 0.3% 1,500人

知らない その他の意見 未回答

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職
通報先や通報の方法を

知っている
聞いたことぐらいはある
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表 42-3 令和３年度「必要な際、内部通報制度を利用するか」 

 
 

表 43-1 令和５年度「内部通報制度を利用しようと思わない理由」【質問 43】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計

管理職 71人 86.6% 7人 8.5% 4人 4.9% 0人 0.0% 82人

係長・主査 166人 78.0% 38人 17.8% 9人 4.2% 0人 0.0% 213人

主任・主事 524人 78.9% 122人 18.4% 17人 2.6% 1人 0.1% 664人

小計 761人 79.4% 167人 17.4% 30人 3.1% 1人 0.1% 959人

29人 78.4% 7人 18.9% 1人 2.7% 0人 0.0% 37人

406人 80.5% 77人 15.3% 16人 3.2% 5人 1.0% 504人

合計 1,196人 79.8% 251人 16.7% 47人 3.1% 6人 0.4% 1,500人

再任用

会計年度任用職員

（月給制）

役職 はい いいえ その他 未回答
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表 43-2 その他の理由【質問 43】 

 

 

表 43-3 令和３年度「内部通報制度を利用しようと思わない理由」 

 

 

 

 

必要性を感じない その他の理由 計

管理職 2人 1人 1人 1人 0人 3人

通報窓口が信頼できるか

不安

通報者の不利益になる可

能性がありそう

納得のいく対応をしてく

れるか疑問
実名による通報のため 制度の仕組みを知らない

3人 11人

係長・主査 19人 23人 30人 15人 4人 6人 3人 100人

主任・主事 54人 67人 65人 41人 25人 17人 6人 275人

2人 1人 15人

会計年度任用職員
（月給制）

27人 32人 29人 21人 23人 11人

再任用 2人 2人 4人 2人 2人

549人

5人 148人

合計 104人 125人 129人 80人 54人 39人 18人
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表 44-1 令和５年度「内部通報制度の改善方法」【質問 44】 

 

 

表 44-2 その他の改善方法（具体的な記載のみ掲載）【質問 44】 
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表 44-3 令和３年度「内部通報制度の改善方法」 

 

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 内部通報制度を「知らない」と回答した職員が前回と比較して 0.2 ポイント増加し

て 7.1％となっている。また、会計年度任用職員（月給制）の 12.6％が知らないと回答

しており、研修などを通じて制度の周知を図っていく必要がある。 

② 内部通報制度の改善方法として、「通報者が特定されないこと」や「結果の周知」を

挙げる意見が複数見られた。制度の周知と合わせ、事案の共有や誰もが制度を安心して

利用できるよう信頼性を高める取組について検討を行う必要がある。 

****************************************************************************** 

 

通報先の見直し 匿名による通報 制度の周知 その他の改善方法 計

係長・主査 54人 125人 105人 18人 302人

管理職 15人 36人 56人 6人 113人

再任用 7人 23人 21人 0人 51人

主任・主事 153人 442人 374人 43人 1012人

合計 332人 938人 892人 81人 2,243人

会計年度任用職員（月
給制）

103人 312人 336人 14人 765人
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６．コンプライアンスの取組みへの提言・意見 

（１）コンプライアンス・業務点検月間【質問 45、46】 

コンプライアンス・業務点検月間については、①コンプライアンス意識を浸透させ

るために必要である(911件)、②過去の事件を風化させないために意義がある(756件)

という意見がある一方、③効果は期待できない(155 件)、④見直しが必要(77 件)の意

見も一定数あった表 45-1。 

その他の意見としては、「形骸化してきている」、「必要はあると思うが、どの程度の

効果があるかはわからない」などの意見が寄せられている  表 45-2。 

「見直しが必要」と回答した方に対して、具体的な見直し方法を聞いたところ、「自

分事として捉えられる取組が必要」「形骸化している今のやり方を改めることを皆で考

える」などの意見があった 

表 46。 

 

表 45-1 令和５年度「コンプライアンス・業務点検月間についてどう思うか」【質問 45】 

 
 

表 45-2 その他の意見（具体的な記載のみ掲載）【質問 45】 
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表 45-3 令和３年度 「コンプライアンス・業務点検月間についてどう思うか」 

 
 

2,154人合計 869人 1016人 161人 80人 28人

51人

会計年度任用職員
（月給制）

322人 386人 26人 12人 9人 755人

再任用 22人 26人 1人 2人 0人

307人

主任・主事 348人 403人 102人 49人 13人 915人

係長・主査 122人 144人 29人 9人 3人

計

管理職 55人 57人 3人 8人 3人 126人

過去の事件を風化させ

ないために意義あり

コンプライアンス意識を

浸透させるために必要
効果は期待できない 見直しが必要 その他の意見
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表 46  令和５年度「コンプライアンス・業務点検月間」見直しに関する意見 

（具体的な記載のみ掲載）【質問 46】 
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***【分 析】***************************************************************** 

① コンプライアンス・業務点検月間は職員の間で定着しており、その取組については肯

定的な意見が多数を占めているため、職員の間で一定の評価を得ていると言える。一

方、「実施内容を見直すべき」や「マンネリ化している」との意見も寄せられており、

改善点として寄せられた意見も参考にしながら、コンプライアンス・業務点検月間に

こだわらない取組を進めていく。 

② 不正入札事件の風化を懸念する声がある一方で、時代にあわせてコンプライアンス・

業務点検月間の見直しを求める意見もある。過去の反省のみでなく、過去があったか

ら今の取組があるというように、視点を変えていく必要がある。他市の事例の活用例

など、コンプライアンスを自分事として考え、緊張感を持って取組を進められるよう、

改善を図っていく。 

****************************************************************************** 
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（２）ヒヤリ・ハット防止のための対策【質問 47、48】 

ヒヤリ・ハット防止のための対策としては、①「ダブルチェック体制の構築」が 1,023

件、②「業務基準書・チェックリストの整備」が 586件、③「作業手順を守るという意

識」が 572 件、④「スムーズな業務の引継ぎ」が 454 件、⑤「繁忙時の支援体制の構

築」が 410 件、⑥「情報システムによるチェック体制の構築」が 164 件となっている

表 47-1。 

その他の手法として、「風通しの良い職場風土の醸成」「事例の共有」などがあげられ

ている表 47-2。 

 

表 47-1 令和５年度「ヒヤリ・ハットを防ぐために」【質問 47】 
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表 47-2  その他の方法（具体的な記載のみ掲載）【質問 47】 
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表 48  ヒヤリ・ハットを防ぐための取組が出来ていない理由 

（具体的な記載のみ掲載）【質問 48】 

 



81 

 

 

 

 

 

***【分 析】***************************************************************** 

① 危機事案の中でも事務ミスに伴うものが多数発生している。危機事案に至らないヒ

ヤリ・ハットの段階でも、原因や再発防止策を課内で情報共有し自分事として捉える

ことで、事態は改善されていくと考えられる。危機事案を減少させるためには、こう

した取組を積極的に進めることが有効と考えられる。 

② 「人員不足」「業務多忙」によりダブルチェック体制や協力体制を整えることが難し

いという声が多数寄せられた。業務フローを点検するとともに、「チェックするべき

ポイントがどこにあるか」「どのような方法によりチェックをすることが効果的か」

といった点を業務基準書で示す等により、効率的・効果的なチェックを実行すること

が必要である。 

****************************************************************************** 
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（３）コンプライアンス全般に対する意見【質問 49】 

コンプライアンス全般に対する意見や提案として 72件の意見が寄せられた。 

それらを大きく①啓発・研修(10件)、②組織・人員(16件)、③情報共有(10件)、④

業務の見直し(10件)、⑤事後対応(２件)、⑥その他(24件)の６項目に分類した表 49。 

 

表 49  令和５年度「コンプライアンス全般についての意見・提案等」【質問 49】 
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令和５年度 コンプライアンス実態調査アンケート 

 

 

日頃より、コンプライアンス推進事業にご協力いただきありがとうございます。 

コンプライアンス実態調査アンケートにつきまして、次のとおり全職員（会計年度任

用職員（時給制）を除く）を対象に実施します。 

 本アンケートは、職員のコンプライアンス意識の水準や職員を取り巻く環境の変化を

定期的に把握し、今後のコンプライアンス施策の展開に活かすことを目的として実施す

るものです（「立川市第 2次コンプライアンス実施計画」取組事項）。 

 ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。 

 

 

１ アンケート概要 

（１）対 象 者 正規職員、再任用職員、会計年度任用職員（月給制職員）  

 （２）調 査 方 法 匿名アンケート方式 

 （３）調査基準日 令和５年８月１日 

 （４）調 査 期 間 令和５年８月 28日～ ９月 27日 

 

 

２ 注意事項 

（１）本アンケートは、個人を特定するような集計は行いません。 

（２）本アンケート結果については、情報公開請求があった場合には、個人が特定され

ないように加工した上で公開します。 

（３）パソコンが一人一台の環境になっていない職場等で、公開羅針盤のアンケート

機能による回答が難しい職員は、①ご自身のスマートフォンから LoGo フォー

ムで回答、②アンケート用紙を印刷し記入したものを人事課宛に交換便で送付、

いずれかによりご回答ください。なお、公開羅針盤のアンケート機能による回

答を妨げるものではありません。 

 

 

３ 問い合わせ先 

   行政管理部人事課人材育成推進係 中山 内線 257３ 
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次の各項目について、令和５年８月１日現在の状況でお答えください。 

該当する 項目の □ にチェック（☑）を入れてください。 

 

１ 回答者の属性 

質問１【必須】 

あなたの職種はなんですか。 

□ 事務職 

□ 技術職（保育士・保健師・看護師・栄養士を含む） 

□ 技能労務職（調理、用務職など） 

□ 会計年度任用職員（月給制） 

 

質問２【必須】 

あなたの役職はなんですか。 

□ 管理職             □ 係長・主査 

□ 主任・主事           □ 再任用 

□ 会計年度任用職員（月給制） 

 

質問３【必須】 

あなたの年齢は何歳代ですか。 

□ １０歳代・２０歳代       □ ３０歳代 

□ ４０歳代            □ ５０歳代 

□ ６０歳以上 

 

質問４【必須】 

あなたの現在の職場は次のうちどれですか。 

□ 本庁舎             □ 本庁舎以外 

 

２ 不正入札事件について 

質問５【必須】 

あなたは、平成 15年に起こった不正入札事件について、その概要を知っていますか。 

□ 知っている            □ 知らない 

 

 

 

 

 

 

 

【立川市不正入札事件】 

 市幹部職員らと業者が水道工事発注を巡り、偽計を用いて公の入札の公正を害す

る行為をしたとして逮捕、競売入札妨害罪・あっせん収賄罪・贈収賄罪で起訴され

有罪判決を受けたもの。有罪判決を受けた３名は懲戒免職処分となった。 
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３ 職員倫理条例について 

質問６【必須】 

『最近１年間』についてお答えください。あなたは、市民や事業者等から、【表１】の

①～⑥に該当するような行為を受けたことがありますか。 

□ ある（→質問７へ）      □ ない（→質問９へ） 

 

※「公正な職務の遂行を損なう行為」に関する具体的な事例については 17頁を、

「頻回な要求・意見」については 20頁を確認してください。 

 

質問７ 

質問６で『最近１年間』で「ある」と回答した方に聞きます。その行為を行った「相手

の立場」と「行為の内容」について該当するものをお選びください。（複数回答可） 
 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

Ａ 業者及び業界団体 □ □ □ □ □ □ 

Ｂ 国会・都議会議員（秘書含む） □ □ □ □ □ □ 

Ｃ 市議会議員（元市議会議員含む） □ □ □ □ □ □ 

Ｄ 市民 □ □ □ □ □ □ 

Ｅ 職員及び元職員 □ □ □ □ □ □ 

Ｆ その他 □ □ □ □ □ □ 
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質問８ 

質問７を回答した方に聞きます。【1】その行為の「相手」、【2】「行為の具体的内容」、

【3】「その際のあなたの対応」などについて、例にならってお答えください。（質問７

で、相手が「その他」または複数回答された場合には、相手の立場が分かるようにご記

入ください。また、複数のケースがある場合は、ケース毎に記入してください。） 

例）【1】 Ｄ－① 

【2】 窓口において、市が決定した不利益処分について納得いかないとのことで 

殴られるなどの身体的暴力を受けた。 

【3】 上司へ報告し、総務課及び立川警察署へ連絡した。 

 

 

 

 

 

 

質問９【必須】 

あなたは、「公正な職務の遂行を損なう行為」を受けた場合には、所属長に報告しなけ

ればならないことを知っていますか。 

□ 知っている            □ 知らない 

 

質問 10 

質問６で「ある」と回答し、かつ質問９で「知っている」と回答した方に聞きます。所

属長に「公正な職務の遂行を損なう行為」の内容を報告しましたか。 

□ した（管理職の方→質問 12へ 、 管理職以外の方→質問 15 へ）        

□ しなかった（→質問 11へ） 

 

質問 11 

質問 10で「しなかった」と回答した方に聞きます。報告しなかった理由は何ですか。 

 □ 日常的によくあることだから 

 □ 報告するほどではないと考えたから 

 □ 黙っておけば、公（おおやけ）にならないから 

 □ 上司に相談できなかったから 

 □ その他の理由 
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質問 12【管理職のみ】 

管理職の方に聞きます。あなたは、部下から「公正な職務の遂行を損なう行為」の報告

を受けた場合に、「倫理審査案件報告書」を作成して立川市職員倫理審査会に提出しな

ければならないことを知っていますか。 

□ 知っている            □ 知らない 

 

質問 13【管理職のみ】 

管理職の方に聞きます。質問６で「ある」と回答した方、または部下から「公正な職務

の遂行を損なう行為」について報告を受け、かつ質問 12 で「知っている」と回答し

た方に聞きます。あなたは、「倫理審査案件報告書」を立川市職員倫理審査会に提出し

ましたか。 

□ した（→質問 15 へ）      □ しなかった（→質問 14へ） 

 

質問 14【管理職のみ】 

管理職の方に聞きます。質問 13 で「しなかった」と回答した方に聞きます。報告し

なかった理由は何ですか。 

 □ 報告には至らない状況と判断したから 

 □ 頻回な要求・意見に対する対応と考えたから 

 □ その他の理由 

 

 

 

 

質問 15【必須】 

あなたは、市民等から頻回な要求・意見を受けた場合に、「対応報告書」を提出しなけ

ればならないことを知っていますか。（「頻回な要求・意見」については 20頁参照） 

□ 知っている            □ 知らない 

 

質問 16【必須】 

あなたは、「職員倫理条例・倫理規則ガイドブック（接待・贈答ガイドライン）」や「コ

ンプライアンスＦＡＱ」を読んだことがありますか。 

□ 必要に応じて読み返している  □ １度は読んだことがある 

□ 存在は知っているが、読んだことはない 

□ 知らない 

□ その他の意見 
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質問 17【必須】 

『最近１年間』についてお答えください。あなたは、利害関係者（※）と【表２】の①

～⑨に該当するような関係になったこと、あるいは、そのような関係を持ちかけられ

たことはありますか。 

（※）利害関係者：職務として携わる事務の相手方で【表３】に該当する者 

□ ある（→質問 18へ）       □ ない（→質問 20へ） 
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質問 18 

質問 17で「ある」と回答した方に聞きます。その「相手の立場」と「関係の内容」に

ついて該当するものをお選びください。（複数回答可） 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

Ａ 業者及び業界団体 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Ｂ 市民団体 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Ｃ 市民 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Ｄ その他 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

          
 

 

質問 19 

質問 18を回答した方に聞きます。【1】その「相手」、【2】「関係の具体的内容」、【3】

「その際のあなたの対応」について、例にならってお答えください。（質問 16で、相

手が「その他」または複数回答された場合には、相手の立場が分かるようにご記入く

ださい。また、複数のケースがある場合は、ケース毎に記入してください。） 

例）【1】 Ａ－⑧ 

【2】 関係団体との酒食を伴う懇親会に参加。 

【3】 飲食許可申請書を人事課に提出。 

 

 

 

 

 

 

質問 20【必須】 

あなたは、事業者等から、1,000円を超える金銭、物品、財産上の利益、供応接待、

または人的役務の提供に対する報酬を受けた時は、所属長に「贈与等報告書」を提出

しなければならないことを知っていますか。（職員倫理条例第 9条） 

□ 知っている            □ 知らない 

 

質問 21【必須】 

『最近 1 年間』で質問 20 のような事業者等から 1,000 円を超える金銭・物品等の

贈与を受けたことがありますか。 

□ ない（→質問 23 へ） 

□ 該当する案件があり、「贈与等報告書」を提出した（→質問 23へ） 

□ 該当する案件があったが、「贈与等報告書」を提出しなかった（→質問 22へ） 
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質問 22 

質問 21で「該当する案件があったが、「贈与等報告書」を提出しなかった」と回答し

た方に聞きます。報告しなかった理由は何ですか。 

（複数回答可） 

□ 「贈与等報告書」を提出しなければならないことを知らなかったから       

□ 「贈与等報告書」の作成が面倒だから 

□ 余計な仕事が増えそうだから 

□ 上司に迷惑をかけてしまうから 

□ 上司の自分に対する評価が下がってしまうから 

□ 上司に怒られるのが嫌だから 

□ 上司や同僚に相談できなかったから 

□ その他の理由 

 

 

 

 

 

 

質問 23【必須】 

あなたは、職務上必要があり、自己で費用を負担し、事業者等と飲食を共にする場合、

所属長に「飲食許可申請書」を提出し、許可を得なければならないことを知っていま

すか。（職員倫理規則第 6条第 2項第 7号） 

□ 知っている            □ 知らない 

□ その他の意見 

 

 

 

 

 

 

質問 24【必須】 

『最近１年間』についてお答えください。あなたは、「飲食許可申請書」による所属長

の許可を得ることなく、事業者等と飲食を共にしたことはありますか。 

□ ある（→質問 25へ）      □ ない（→質問 26へ） 
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質問 25 

質問 24で「ある」と回答した方に聞きます。「飲食許可申請書」による上司の許可を

得なかった理由は何ですか。 

□ 職員倫理規則の例外規定に該当する事例だったから 

□ 飲食許可申請書の存在を知らなかったから 

□ 申請の必要性を認識していなかったから 

□ 上司に報告したが、飲食許可申請書の提出を求められなかったから 

□ その他の理由 

 

 

 

４ 業務手順（広義のコンプライアンス（※））について 

質問 26【必須】 

あなたは、現在の職場で「コンプライアンス」は重要だという意識が浸透していると

思いますか。 

□ はい            □ いいえ 

□ その他の意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（※）広義のコンプライアンス】 

立川市におけるコンプライアンスの定義は、「立川市第２次コンプライアンス実施

計画」で定められています。 

 

『いわゆる「倫理・法令遵守」という概念に加え、「全体の奉仕者として求められる

価値観・倫理観に基づいて誠実に行動すること」と定義します。したがって、「事務

の適正な執行」もコンプライアンスに含みます。』 
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質問 27【必須】 

あなたが、コンプライアンスで日ごろ心掛けていることは何ですか。それぞれの項目

について「はい」または「いいえ」でお答えください。 

○ 業務上必要な法令やルールを常に確認・理解して仕事を進めている 

                                         （□ はい  □ いいえ） 

○ 個人情報を取り扱う場合には、細心の注意を払っている 

                                         （□ はい  □ いいえ） 

○ 状況に応じて個室対応などプライバシーに配慮した対応をしている 

                                         （□ はい  □ いいえ） 

○ 業務上の書類や資料は、いつでも公開できるようきちんと整理している 

                                         （□ はい  □ いいえ） 

○ 離席する時はパソコンの画面を開きっぱなしにしていない 

                                         （□ はい  □ いいえ） 

○ 仕事に関する必要な情報は、職場内できちんと共有している 

                                         （□ はい  □ いいえ） 

○ 居酒屋や電車内など公共の場では情報漏洩に注意しながら話をしている                                                      

（□ はい  □ いいえ） 

○ 個人でＳＮＳ等インターネットを利用する際、発信内容に配慮している 

                 （□ はい  □ いいえ） 

 

質問 28【必須】 

事務ミス等も含むコンプライアンスに係る事案が発生した場合、原則、当日中に所属

長に報告しなければならないことを知っていますか。 

□ 知っている          □ 知らない 

 

質問 29【必須】 

あなたは日常業務において、コンプライアンス上の問題に直面したり、不正や不祥事

を発見した場合、同僚や上司に相談・報告しますか。 

□ はい（→質問 31へ）    □ いいえ（→質問 30へ） 

□ その他意見（→質問 31へ） 
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質問 30 

質問 29 で「いいえ」と回答した方に聞きます。相談・報告しない理由は何ですか。

（複数回答可） 

□ 余計な仕事が増えそうだから       

□ 同僚や上司に迷惑を掛けてしまうから   

□ 公（おおやけ）になる前に自分で対処すればよいから 

□ 黙っておけば自分には関係ないから 

□ 同僚や上司の自分に対する評価が下がってしまうから 

□ 報告・相談しても、うやむやにされそうだから 

□ 報告・相談しても、解決しないと思うから 

□ 身近に相談・報告できる同僚や上司がいないから 

□ その他の理由 

 

 

 

 

 

 

質問 31【必須】 

個人情報など保有する情報については、「情報セキュリティポリシー」に従って取り扱

うことを知っていますか。 

□ 知っている         □ 知らない 

 

 

質問 32【必須】 

あなたは、個人情報を取り扱う際に注意していることはありますか。それぞれの項目

について「はい」または「いいえ」でお答えください。 

○ 重要性やリスクについて強く認識して対応している 

                   （□ はい  □ いいえ） 

○ 注意点や確認点をリストアップしている（□ はい  □ いいえ） 

○ 同僚に確認してもらうなどダブルチェックを実施している 

                     （□ はい  □ いいえ） 

○ 課や係で個別に定めている作業手順やルールに基づいて対応している 

                   （□ はい  □ いいえ） 

○ 保管場所や廃棄方法についてルールを定めている 

                                     （□ はい  □ いいえ） 
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質問 33【必須】 

あなたの職場では、業務上、現金や郵券・金券などの公金・準公金（※）を取り扱って

いますか。 

□ はい            □ いいえ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 34【必須】 

あなたは、現金（公金及び準公金）を取扱う場合、「現金出納簿」に記録することを知

っていますか。 

□ 知っている         □ 知らない 

 

質問 35【必須】 

あなたは、公金や準公金を取り扱う際に注意していることはありますか。それぞれの

項目について「はい」または「いいえ」でお答えください。 

○ 現金は取り扱っていない                （□ はい（→質問 36 へ）□ いいえ） 

○ 現金をなるべく手元に保管しない        （□ はい  □ いいえ） 

○ 入出金を記録する                      （□ はい  □ いいえ） 

○ ダブルチェックを行う                 （□ はい  □ いいえ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（※）準公金（立川市公金等取扱指針より（抜粋））】 

 準公金とは、市職員が職務に関連して取り扱う現金、預金及び有価証券で、立川

市会計事務規則が適用されないものをいいます。 

例としては○○協議会、○○連絡会、○○実行委員会等で扱う金銭や、市民から

徴収する実費徴収金のうち保育園・学童保育所のおやつ代、材料代、教材費、電車

の利用料金など私法上の契約で公金収納しないもの。さらに、学校の教材費、校外

学習費、給食費など、保護者から集金する金銭をいいます。 
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 ５ コンプライアンスの取組 

質問 36【必須】 

職員で情報共有が必要な危機事案については、「『危機情報連絡表』周知シート」で周

知しています。職場では「『危機情報連絡表』周知シート」をどのように活用していま

すか。（複数回答可） 

□ 朝礼で情報共有している 

□ 周知シートを回覧している 

□ 周知シートの事例について、自分の課に置きかえて話し合っている 

□ 周知シートは掲示板で見るのみで、職場内では情報共有していない  

□ 周知シートを知らない 

□ その他の活用方法 

 

 

 

 

 

 

質問 37【必須】 

現在、各課でコンプライアンス推進員・補助員を指名し、各職場のコンプライアンス

向上のための取り組みを進めています。あなたの職場のコンプライアンス推進員・補

助員はどのような活動をしていますか。（複数回答可） 

□ コンプライアンスに疑義が起こる場面で相談や疑問、質問に答えている 

□ 不祥事や事務ミスの発生を未然に防ぐ取組を進めている 

□ コンプライアンス推進員連絡会で得た情報等を職場で共有している 

□ コンプライアンス推進員・補助員の存在を知らない 

□ その他の活動 

 

 

 

 

 

 

質問 38【必須】 

あなたの職場では、朝礼や夕礼など、職場の情報を共有するための取組をしています

か。 

□ はい（→質問 39へ）   □ いいえ（→質問 40へ） 
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質問 39 

質問 38 で「はい」と回答した方に聞きます。朝礼等を行うことで、あなたの考えや

行動は変わりましたか。それぞれの項目について「はい」または「いいえ」でお答えく

ださい。 

○ 自分の業務の進捗や課題を意識するようになった 

                                    （□ はい  □ いいえ） 

○ 他の職員や課全体の仕事を意識するようになった 

                                    （□ はい  □ いいえ） 

○ 自分の業務や課の仕事のやり方を見直した 

                                    （□ はい  □ いいえ） 

○ 個人情報の取扱いについて、これまで以上に注意を払うようになった 

                                    （□ はい  □ いいえ） 

○ 職場の風通しがよくなり、困ったことなどを相談するようになった 

                                    （□ はい  □ いいえ） 

○ 他の職員の仕事のやり方等について、アドバイスするようになった 

                                    （□ はい  □ いいえ） 

○ 課の方針を意識して仕事をするようになった 

                                    （□ はい  □ いいえ） 

○ 周知シートで知った危機事案を、自分の業務に置き換えて業務点検した 

                                    （□ はい  □ いいえ） 

 

質問 40 

質問 38 で「いいえ」と回答した方に聞きます。朝礼等が出来ていない理由をお聞か

せください。 
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質問 41【必須】 

あなたは、「内部通報制度（ヘルプライン）（※）」について知っていますか。 

（※）内部通報制度：法令違反行為がある（又はそのおそれがある）場合、職員等が通     

報窓口（法令監察員又は法令遵守対応室）に通報できる制度 

□ 通報先や通報の方法を知っている  □ 聞いたことぐらいはある 

□ 知らない 

□ その他の意見 

 

 

 

 

 

 

質問 42【必須】 

あなたは、必要な時には「内部通報制度（ヘルプライン）」を利用しようと思いますか。 

□ はい（→質問 44へ）   □ いいえ（→質問 43へ） 

□ その他（→質問 44へ） 

 

 

 

 

 

質問 43 

質問 42で「いいえ」と回答された方に聞きます。「内部通報制度」を利用しようと思

わない理由は何ですか。（複数回答可） 

□ 通報窓口が信頼できるか不安 

□ 通報者の不利益になる可能性がありそう 

□ 納得のいく対応をしてくれるか疑問 

□ 実名による通報のため 

□ 制度の仕組みを知らない                

□ 必要性を感じない 

□ その他の理由 
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質問 44【必須】 

「内部通報制度（ヘルプライン）」を利用しようと思える制度にするためには、どのよ

うに改善すれば良いと考えますか。（複数回答可） 

□ 通報先の見直し 

□ 匿名による通報 

□ 制度の周知 

□ その他の改善方法 

 

 

 

 

 

 

 ６ コンプライアンスの取組みへの提言・意見 

質問 45【必須】 

あなたは、毎年 11 月に実施される「コンプライアンス・業務点検月間」についてど

う思われますか。（複数回答可） 

□ 過去の事件を風化させないために意義がある 

□ コンプライアンス意識を浸透させるために必要である 

□ 効果は期待できない 

□ 見直しが必要   

□ その他の意見 

 

 

 

 

 

 

質問 46 

質問 45 で「見直しが必要」と回答された方に聞きます。具体的にどのような見直し

が必要ですか。 
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質問 47【必須】 

あなたの職場では、業務中の軽度事故やニアミスなどの「ヒヤリ・ハット（※）」を防

ぐために取り組んでいることはありますか。（複数回答可） 

（※）ヒヤリ・ハット：事件・事故には至らなかったがヒヤリまたはハッとした事例 

□ 業務基準書・チェックリストの整備 

□ 繁忙時の支援体制の構築 

□ ダブルチェック体制の構築 

□ スムーズな業務の引継ぎ   

□ 情報システムによるチェック体制の構築   

□ 作業手順を守るという意識 

□ その他のヒヤリ・ハットを防ぐための取組 

 

 

 

 

 

 □ 特になし（→質問 48へ） 

 

質問 48 

質問 47で「特になし」と回答された方に聞きます。 

ヒヤリ・ハットを防ぐための取組が出来ていない理由をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

質問 49 

コンプライアンスに対する新たなリスクの発生など、コンプライアンス全般について

意見や提案等をお聞かせください。 
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質問 50 

「コンプライアンス・業務点検月間」を実施するにあたり、市民にこの取組を広く周

知するため、2年に一回、標語を職員の皆さんから募集しています。 

「コンプライアンス・業務点検月間」にふさわしい簡潔でわかりやすい標語がありま

したら、お聞かせください。 

【参考】令和３年度・令和４年度 

       確認を 惜しむ先には 大仕事 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートはこれで終了です。ご協力ありがとうございました。  



19 

 

平成 21 年７月 30 日 

行政管理部人事課 

 

職 員 各 位 

立川市職員コンプライアンス推進委員会 

委員長 副市長 越川 康行 

 

「公正な職務の遂行を損なう行為」の事例について 

 

本市では、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公

務に対する市民の信頼を確保することを目的として立川市職員倫理条例を平成 16年 11月 １日に施

行しました。 

その中では、職員が公正な職務の遂行を損なう行為を受けた場合は、その旨を所属長に報告し、報

告を受けた所属長は倫理審査案件報告書を職員倫理審査会に提出することとなっています。 

しかし、平成 20 年度末までに、職員倫理審査会には倫理審査案件報告書が１件も提出されていな

いにもかかわらず、平成 19 年度に実施したアンケートでは、特定業者や個人を有利に取扱うような

働きがけがあるという結果が出ました。 

これは、公正な職務の遂行を損なう行為の基準が明確でなく、判断を職員個々に任せているため、

判断に迷い提出されない面があると考えられます。 

そこで、客観的に判断ができるように下記のように公正な職務の遂行を損なう行為の具体的事例を

作成しました。職員は、これらの事例を参考にして、該当行為または同等と判断される行為を受けた

場合には、必ず所属長に報告をしてください。 

なお、この事例集は、これで完成というものではなく、今後様々な意見を聞きながら修正増強を図

っていくこととしています。 

 

記 

 

１ 公正な職務の遂行を損なう行為に該当する事例 

公正な職務の遂行を損なう行為を定義している立川市職員倫理規則第４条の各号に沿った形で

事例を列挙します。 

(１)第 1号；暴力、脅迫等により、業務を妨害したり、職員に危害を加えたりする行為 

 暴力団関係者などが、起工式等、新庁舎関連の行事に押し掛け、職員が注意したにもかかわら

ず会の進行や運営を妨害する。 

 業者が、カウンターで大声を出して、自社が参加できるよう入札の条件の緩和を職員に求め

る。 

 家屋の購入価格が評価額より安かったと、カウンターをたたく、大声をだすなどして主張を

繰り返し、評価額の減額を強要する。 

 暴力団関係者らしき者が、補償金の引上げ等条件を有利にするように、それとわかるような

名刺を見せながら用地買収交渉を行う。 

参 考 
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(２)第２号；市が行う許認可等又は契約及び入札に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取

扱いをするよう要求する行為 

 工事請負者が、工事成績評定について自社に有利な取り扱いをするように職員に求める。 

 子どもたちを対象としてサッカースクールを運営する団体が、サッカーを行うことが禁止さ

れている公園の使用を許可するように、電話・窓口で担当職員にせまる。 

 議員が、特定事業者に関連する特定の事業を行うよう関係部署に働きかける。 

 地元有力者が、特定事業者の建築物について用途上建てられない地域に建築許可を求める。 

 市民団体などが、広報やホームページへの自身の情報掲載について特別扱いするよう幹部職

員に働きかける。 

 保育園や学童保育所の入所事務の時期に、議員が支援者の氏名を示した上でその子女につい

ての入所要望を担当職員に伝える。 

(３)第３号；人事（職員の採用、昇任、降任、転任等）の公正さを害する行為 

 議員やＯＢ職員などが、特定の職員についての人事異動や昇任などについての要望を人事関

係者に伝える。 

 議員や地元有力者などが人事関係者に対して、採用試験の１次試験合格者の名前を出した上

で、その者が支援者や知人などの息子だと話題にする。 

 議員や地元有力者などが人事関係者に対して、公表していない採用試験の情報について執拗

に問い合わせてくる。 

(４)第４号；個人情報をはじめとする職務上知り得た情報に関し、法令に違反してその漏示を求める

行為 

 業者や議員が、入札状況等を改札前に職員に問い合わせる。 

 業者や議員が職員に対して、物品購入、委託、工事等の事前情報の漏洩、提供等を求める。 

 業者が地域で福祉サービスを提供したいとの理由で、ひとり暮らし高齢者のリストあるいは

その状況を知っている民生委員の名簿の提供を求める。 

 業者がプロポーザルに参加するにあたり、公開されている内容以外の選定基準について執拗

に問い合わせてくる。 

(５)第５号；市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の名あて人となるべき事業者

等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為 

 滞納者の不動産の差押えについて、議員や地元有力者が管理職に対して実施しないように要

請してくる。 

(６)第６号；前各号のほか、法令に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等若しくは

個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為 

 議員や地元有力者が、まだ５年経過していない特定個人の滞納している税金について、５年

経過による「時効」の扱いをしてほしいと担当課長に働きかけをする。 

 開発業者が、是正未完了の新築建物について、検査済証の交付を職員に迫る。 
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２ 公正な職務の遂行を損なう行為に該当しない事例 

(１)単なる問合せ及び情報提供と判断できるもの 

 議員や地元有力者が、「公共施設からの落ち葉で周辺住民が迷惑している、何とかしてほしい」

と連絡してくる。 

⇒（解説）公共施設からの落ち葉を清掃することは施設管理者の本来業務であり、これは単な

る情報提供と考えられる。（公共施設からの落ち葉であることを確認した上で清掃を行う。） 

 議員が、「支援者の息子が採用試験を受験したが、発表はいつか」と問合せてくる。 

⇒（解説）これは、発表の日時についての単なる問い合わせと考えられる。これに「受験者を

特定する内容を告げ、よろしく頼む」というような情報が加われば、公正な職務の遂行を損な

う行為となる。 

(２)社会一般的に許容の範囲内の行為と考えられるもの 

これは、要求者の態度、要求頻度や要求時間などによって個別的に判断すべきものです。 

一般的には、要求者の態度が紳士的で、職員の一回の説明で要求者が納得した場合は、公正な職

務の遂行を損なう行為とする必要はありません。これについては、各部署の実情に合わせて、よく

あるケースを抽出して具体的な事例集を作成してください。 

 保育園の入園について、基準点数に満たないケースにもかかわらず、保護者が近所の子ども

と同じように入園できないのはおかしいと迫る。しかし、職員が入園の基準等を説明すると

納得して帰った。 

⇒（解説）職員の説明に納得しない場合で、異議申し立ての制度を利用せずに、正当な理由も

なく執拗に入園を職員に迫るようであれば、公正な職務の遂行を損なう行為となる。 

 撤去された放置自転車について、無料で返還を求める。しかし、職員が規則等について説明を

すると、その説明に納得して手数料を納めた。 

⇒（解説）一時的な感情で苦情を言うことは良くあることなので、公正な職務の遂行を損なう

行為に即該当とはならないが、職員の説明に納得せず、執拗に無料での返還を要求する場合

は公正な職務の遂行を損なう行為に該当する。 

 

 

３ 執拗または頻回、長時間におよぶ行為の取扱い 

職員は、市民や団体などからの市政に関する要求や意見等に対し、十分に耳を傾け、趣旨や内容

を的確に把握し対応する真摯な態度が必要です。しかし、ケースによっては長時間にわたるような

対応を繰り返し求められ、打開に向けての糸口が見いだせない中で、その対応に苦慮し業務が滞る

など解決が困難な案件が生じています。 

そこで、以下のような行為が繰り返され業務に支障をきたすような場合は、公正な職務の遂行を

損なう行為として扱います。 

 会議中なので折り返し電話するように相手に伝えたにもかかわらず、電話口に直ぐに出るよ

うに無理やり呼びだされる。 

 時間を限って面会しているのに、時間が来ても居座り続ける。 

 次の用事があり電話を切る旨を伝えているにもかかわらず、電話を切ることを許さない。 
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 回答日時を指定してあるのに、指定日前に毎日のように電話をして催促してくる。 

 要求に対して合理的な期間をもって対応する旨を伝えているのに、その期間の短縮を執拗に

要求してくる。 
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立 総 秘 第 １ ３ ５ ４ 号 

平成２２年２月１２日 

 

 各部・担当部・局・課・担当課・室・ 

事務・場・所・センター・館・次長、 

担当主幹、統括指導主事、会計管理者  殿 

 

総合政策部長 

行政管理部長 

 

頻回な要求・意見に対する対応について（通知） 

 

このことについては、平成 18 年９月１日付、総広内発第 17 号において通知し、全庁

的に統一的な対応を図っているところであるが、昨今、再び長時間にわたる対応を迫ら

れる事例が見受けられるようになっている。 

職員は、市民や団体などからの市政に関する要求や意見等に対し、十分に耳を傾け、

趣旨や内容を的確に把握し対応する真摯な姿勢が必要であるが、ケースによってはその

対応に苦慮し業務が滞るなど解決が困難な状況が生じている。 

 今回、最近の状況を鑑み、改めて通知いたしますので、こうした頻回な要求・意見に

ついては、次の方針に基づき対応するよう貴下職員に周知･徹底されたい。 

 

記 

 

対応１ 面会時間は、最長１時間とする。 

      

初回は、相手の主張内容の説明や市として趣旨や真意を把握するため、ある程度、長

時間になることがあるにしても、頻回な要求・意見となる可能性がある場合は、次回以

降の対応時間は１時間以内とする。日時については、事前に双方で調整する旨、相手に

伝える。 

 

 

対応２ 必ず複数で応対し、記録する。 

 

発言内容の誤解を防止するため、最低２名以上で応対し、発言内容（要旨）を記録す

る。記録については双方で確認する旨伝える。なお､複雑化する場合には、相手の明確

な了解を得て､録音する。 

記録は保存し、本人からの開示請求に備える。 
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対応３ 頻回な要求・意見となった場合は、書面対応に切り替える。 

      

複雑な事例など特殊な場合を除き、要求に対する回答を済ませひと通りのやり取り

（概ね２～３回）をしたにもかかわらず、同じ問題を繰り返す場合、さらに問題を拡大

する動きがあるときは、双方の主張や、やりとりを明確にし、行き違いを防ぐため、書

面による対応に切り替える。 

 

 

対応４ 職制対応が困難になりそうな場合、サポートチームと連携する。 

       

頻回な要求・意見が広範囲な部署に関係する場合、また深刻な状況に発展しそうな

場合は、立川市職員コンプライアンス部会（委員会）に、秘書広報課（※）経由で案件

を報告する。 

同部会（委員会）は、案件の内容や実情を踏まえ、必要に応じて部会長（委員長）の

指名する職員によりサポートチームを編成する。サポートチームは、対応部署と連携

して打開策を検討する。 

 

 

（※）現在は「広報課」です。 
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様式第２号（第 12 条関係） 

倫理審査案件報告書 

倫 理 審 査 案 件 報 告 書 

 

                              年  月  日 

  

立川市職員倫理審査会会長 様 

                      

                         所属・職名              

                         氏   名              

   

 立川市職員倫理条例第 10 条第２項の規定により、公正な職務の遂行を損なう行為又はそのおそれ

のある行為がありましたので、次のとおり報告します。 

当該行為を受けた日時 平成    年   月   日       時頃 

当該行為を受けた場所  

当該行為を受けた職員 

所属・職名 
 

氏   名 
 

当該行為を行った事業者等 

事業者名（氏名）

等 

 

所在地（住所） 
 

当該行為の具体的内容、及びそ

の時点で行った対応等 

 

 

 

 

 

 

事後に管理職員等が講じた措

置等 

 

 

 

 

 

※ 行為を受けた職員、または行為を行った事業者等が複数  

いる場合には、別紙を添付すること。 
処
理
欄 

所属長 人事課（教育総務課） 
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対 応 報 告 書 

対応報告書 

提出  年  月  日 

対応日時 

 

  年 月 日（ ） 

 時  分～ 時 分 

執拗行為者名 

 

対応者名 

 

担当部課 行政管理部 

課長 部長 課長 部長 

    

対応状況 

特記事項（行政管理部使用） 

＊担当課で部長決裁をした後、人事課長にメール及び紙で提出する。 
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様式第１号（第 10 条関係） 

贈 与 等 報 告 書 

   年  月  日 

 任命権者 様 

                           所属・職名             

                           氏   名             

贈与等報告書 

 立川市職員倫理条例第９条第１項の規定により、贈与等により利益を受けたこと、又は報酬の支払

を受けたことについて、次のとおり報告します。 

贈与等や報酬の支払を受けた日時 平成    年   月   日     時頃 

贈与等や報酬の支払を行った事業

者等 

事業者名（氏名）等  

所在地（住所）  

贈与等や報酬の支払を行った事業

者等と当該職員の職務及び所属機

関との関係 

 

条例第２条第２項の規定の適用を

受ける役員等が贈与等を行った場

合のその者の氏名等（当該役員等が

複数の場合は、代表者の氏名等） 

役職・地位  

氏   名  

贈与等や報酬の支払の基因となっ

た事実 

 

 

 

 

 

贈与等や報酬の内容 
 

 

贈与等により受けた利益又は支払

を受けた報酬の価額（推計した場合

は、その推計額及び推計の根拠） 

 

供応接待を受けた場合の場所等 

場所（所在地）  

居合わせた人数 

（立食パーティー等の場合は概数）  
 

相手方の職業  

（記入上の注意） 

１ 「贈与等や報酬の支払の基因となった事実」欄には、職員が贈与等

により利益の供与を受けた場合は、贈与、供応接待等の事実を、報酬

の支払を受けた場合は、職員が提供した人的役務の内容、提供した年

月日、場所、その他の当該報酬の支払を受ける基因となった事実に関

する事項を記入すること。 

２ 「贈与等や報酬の内容」欄には、金銭、有価証券（手形、小切手、商品券等）、有価証券以外の物品、不動産等、

受けたものの内容を記入すること。 

３ 「贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額」の欄には、販売業者への販売価格の照会に対する回答

に基づく推計、カタログに記載された価格に基づく推計等職員が価額を推計した根拠を記入すること。 

４ 贈与等又は報酬の受領１件につき１枚に記入してください。 

処
理
欄 

所属長 人事課（教育総務課） 
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飲 食 許 可 申 請 書 

  

   年  月  日 

飲食許可申請書 

 所 属 長  様 

                          

                         所属・職名              

                         氏   名              

   

 立川市職員倫理規則第６条第２項第７号の規定により、職務遂行上、利害関係者との飲食を伴う会

合等への出席が必要なため、次のとおり申請します。 

会合等の名称および目的  

主催者（相手方）  

開催日時 平成  年  月  日     時  分～  時  分 

開催場所 
名 称  

所在地  

開催形式  立食 ・ 着席 ・ その他（       ） 

出席者 
市 側  

相手側  

費用（１人当たりの会費）  

職務の遂行上必要な理由 

 

 

 

 

事後届出の場合の理由 

 

 

 

処理欄 

処理結果 承認  不承認 所属長 人事課（教育総務課） 

（理由） 
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相  談  書 

  

成   年  月  日 

相談書 

 行政管理部長 様 

                          

                         所属・職名              

                         氏   名              

   

 当該行為の相手方が利害関係者に該当するか、または当該行為が禁止行為に該当するかなどについ

て、判断を求めます。 

判断を求める事項 

 ① 利害関係者   ② 禁止行為   

 ③ 公正な職務の遂行を損なう行為   ④ その他  

 （該当するものに○をしてください） 

相手方の事業者等 

事業者名（氏名）等  

所在地（住所）  

（①の場合記入） 

 

職務上の利害関係の状況 

 

 

 

（②の場合記入） 

 

行おうとする行為の態様 

 

 

 

（③の場合記入） 

公正な職務の遂行を損なう

と思われる具体的な行為 

 

 

 

（④の場合記入） 

 

判断を求める事項と具体的

内容 

 

 

 

 

（人事課処理欄） 

 

 

判断内容 

判断結果 

 

判断理由 

 

 

 



30 
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